
やっときゃよかったメーリングリスト ～仲間の安否確認に四苦八苦～
福岡県西方沖を震源とする地震（平成17年3月）（福岡市　災害当時40代�女性）

　出張先の東京で地震のニュースを聞き、とんぼ返りで福岡に戻ってきたのは、午後4時ぐらいで
した。私は青年会議所※の理事長という立場にありましたので、パソコンや携帯メールを使って、
メンバーの会社の状況がどうなのか、けが人はいないのか、家族はどうなのかということを専務理
事と手分けして片っぱしから聴いていきました。とにかく、メンバー全員の情報を取りたいと思っ
たのです。
　しかし、このメンバーの安否確認というのは、困難を極めました。300
人のメンバーひとりひとりに連絡をとることは容易ではありませんでした。
　そのとき、情報を一斉に配信する手だてをもっと早く講じておけば良
かったと痛切に感じましたので、地震のあと、さっそく、メーリングリス
トの導入を検討しました。何といっても災害時は、情報共有が一番ですか
らね。
※�青年会議所は、40歳以下の青年経済人によって組織されるまちづくり
とひとづくりの団体です

一 日 前 プロジェクト（災害に備えて）
【問合せ】総務課�防災庶務班　☎773－6660

�【問合せ】廃棄物対策課　☎782－0339

ごみにしない！ ３Ｒ推進コーナー
一斉清掃で気持ち
の良い生活環境を
維持しましょう！

�一斉清掃�
　市では毎年「一斉清掃（環境浄化）の日」を定め、地
域の美化運動を推進しています。実施は行政区ごとの取
組です。

�令和2年度�一斉清掃実施日�
・大和地域　4月25日㈯（春の環境浄化の日）
　　　　　　7月25日㈯（夏の環境浄化の日）
・六日町・塩沢地域　4月26日㈰（春の一斉清掃）
※�行政区により、実施の有無や実施日が異なる場合が
あります

�ボランティア清掃活動�
　学校、市民団体、事業所な
どで、市内の道路、河川、公
園などの公共の場所をボラン
ティア清掃する場合には、ボ
ランティア袋の支給と、ごみ
処理手数料の免除が受けられ
ます。

�不法投棄の防止�
　タバコの吸い
殻などのポイ捨
てや、林道・河
川敷の廃タイヤ、
家電製品などの
不法投棄が絶え
ません。
　不法投棄は法
律で禁止されて
います。不法投
棄は景観を損な
い、地下水汚染や生活環境の破壊につながる
おそれがあります。ごみは決められたルール
に従い、適正に処理してください。
　個人所有の空き地や山林に不法投棄された
ごみの処理は、土地所有者が行います。不法
投棄をされないためにも「草刈りや剪定を定
期的に行う」「ごみ拾いを行う」などの管理
を行うことも重要です。
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